
要求水準書（素案）【別紙】目次 

【赤字は未確定事項】 

 

【別紙 1】業務内容 .......................................................... 1 

【別紙 2】遵守法令等 ....................................................... 21 

【別紙 3】業務着手時の提出書類 ............................................. 23 

【別紙 4】業務実施期間中の提出書類 ......................................... 24 

【別紙 5】業務完了時の提出図書 ............................................. 27 

【別紙 6】業務実施体制 ..................................................... 28 

【別紙 7】準備機材 ......................................................... 30 

【別紙 8】参考図書 ......................................................... 31 

【別紙 9】業務移行期間の実施方法等 ......................................... 34 

【別紙 10】業務指標 ........................................................ 35 

【別紙 11】東野中継ポンプ場主要設備一覧表 .................................. 36 

【別紙 12】東茱萸木中継ポンプ場主要設備一覧表 .............................. 37 

【別紙 13】マンホールポンプ主要設備一覧表 .................................. 38 

【別紙 14】リスク分担表 .................................................... 39 

  



1 
 
 

【別紙 1】業務内容 

 

1 対象区域と対象施設 

本業務の対象区域は本市全域とし、対象施設は本市が所管する下水道施設全てと

する。参考に本市の下水道施設の概要を表 1.1 に示す。 

表 1.1 対象施設 

汚水管 雨水管 ポンプ場 マンホールポンプ 雨水調整池等 

約 196ｋｍ 約 67ｋｍ 2 箇所 26 箇所(戸別含む) 11 箇所 

（令和 6年 3月末日現在） 

2 統括管理業務 

受託者は、本業務を実施するに当たって、効率的な維持管理の実現のために、複数

の業務を総合的な視点で進行管理するとともに、要求水準を遵守するための施設の

適正かつ効率的な管理を実施し、業務の目的を達成する必要があるため、統括的に

業務をマネジメントすること。そのため、本業務の実施方針となる業務計画書を作

成し、「下水道ストックマネジメント実施方針」と整合を図りつつ業務を実施し、各

種計画へ反映すること。 

 

(1) 全体業務計画書作成業務 

① 契約締結後速やかに、履行期間中における本業務全体の内容を網羅した業務計

画書を作成し、前受託者との引継期間終了までに委託者の承諾を得ること。 

② 履行期間全体を通じた基本的事項、スケジュールを把握できるように作成する

こと。 

業務計画書には、以下の内容を記載すること。 

(ア)業務概要 

(イ)計画的維持管理の計画工程表 

(ウ)現場構成 

(エ)業務体制 

(オ)苦情・事故発生時の対応計画 

(カ)緊急時対応計画 

(キ)災害時対応計画 

(ク)他工事等対応計画 

(ケ)使用機材・資材 

(コ)巡視・点検、調査等の方法 

(サ)安全管理 

(シ)建設副産物処理計画 

(ス)セルフモニタリング計画 
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(2) 更新計画案作成業務 

① 更新計画案については、日々の維持管理情報や気づきを収集し、気づき等を

得たうえで、上記を分析し、今後の修繕、改築の見通し等を判断すること。 

② ①を更新計画案の作成として 6(1)に示す下水道ストックマネジメント計画変

更業務（管路修繕・改築計画）へ反映すること。また、上記が反映された修

繕・改築計画を 6(1)下水道ストックマネジメント計画変更業務（管路修繕・

改築計画）に準じて提出すること。 

③ 更新計画案の履行方法や進捗、反映状況を確認するために、各種計画書及

び報告書（【別紙 4】業務実施期間中の提出書類参照）に反映し、リスト化

したうえで定期的に委託者への報告を行うこと。 
(3) 年間業務計画書作成業務 

① 年間業務計画の内容については、各年度の業務実施計画が把握できるように

作成すること。 

② 提出時期は（【別紙 4】業務実施期間中の提出書類参照）に示す。 

(4) 月間業務計画書作成業務 

① 月間業務計画の内容については、日単位で把握できるように作成すること。 

② 提出時期は（【別紙 4】業務実施期間中の提出書類参照）に示す。 

(5) 維持管理に必要なマニュアル作成業務 

委託者及び前受託者から引き継いだマニュアル等について、業務を実施してい

く中で修正等を随時行い、委託者と受託者双方で確認すること。 

(6) モニタリング関連業務 

① 委託者の示す「モニタリングの基本方針」に基づき、適正に対応すること。 

 

3 日常的維持管理業務 

日常的維持管理業務（以下、本項に限り、本業務と称する）は、予防保全型維持管

理を実施するために巡視、点検、調査業務を行い、不良や事故を未然に防ぎつつ、

突発的な不良等への対応として住民対応・事故対応業務を行うものである。受託者

は、下記に示す業務について、各業務の規定を遵守すること。なお、本業務は、【別

紙 6】業務実施体制及び【別紙 7】準備機材に規定する人員及び資機材による業務実

施を想定している。また、本業務において受託者が履行した数量が、下表に記載の

参考数量と比較し増減があった場合でも、特別な記載がある事項を除き契約変更の

対象としない。 
 

表 3.1 日常的維持管理業務参考数量 

業務内容 単位 参考数量 備考 

住民対応・事故対応業務 件 160 過去 3年の平均より算出 
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パトロール業務 km 48 過去の実績がないため想定 

巡視業務 箇所 200 過去の実績 

点検業務 箇所 1240 過去の実績 

未接続・誤接続調査工 箇所 1000 標準作業日数 100 箇所/年 

 

(1） 住民対応・事故対応業務 

① 受託者は、住民対応・事故対応業務（公共桝及び取付管の閉塞調査及び解消作業

含む。以下同じ。）における体制を定め、本市に届け出ること。また、業務内容

における確認事項、対応・措置、報告等について、本市と事前に調整・確認を行

うものとする。 

② 受託者は、本市及び住民からの連絡を 24時間 365 日受付が可能な体制をとり、

公共桝及び取付管などの官側施設に起因する排水の詰まりや悪臭などの苦情等の

連絡に対し、住民対応・事故対応業務については、速やかに対応できる体制を整

えるものとする。 

③ 受託者は、本市及び住民からの連絡を 24時間 365 日受付が可能な体制をとり、

その要請により、速やかに公共桝及び取付管の閉塞調査及び解消作業を行うこと

とする。 

④ 委託の範囲は、本市の所管する下水道管路から取付管を経て、公共桝までとし、

詰まり等の不具合の官民見極め等を含むものとする。それより上流の私有地内の

排水設備は、個人の管理とし、この閉塞解消作業には含まれていない。私有地内

の排水設備の閉塞解消作業を行う場合の費用負担は、個人負担となるため、当該

個人と受託者の適正に締結した契約に基づく行為に関しては、個人に対し請求す

るものとする。 

⑤ 受託者は、公共桝及び取付管の閉塞調査及び解消作業にあたっては、取付管用テ

レビカメラ、小型高圧洗浄機、清掃機器一式等を使用することとし、これらを使

用しても解消できない場合は、本市に連絡をしたうえで、受託者が緊急清掃作業

（高圧洗浄車・強力吸引車等）の手配を行うものとする。 

⑥ 受託者は、現場における住民への説明（原因や処置内容）について、丁寧でわか

りやすい言葉で行うこと。 

⑦ 閉塞解消作業において、不良、破損等を確認し、速やかに補修等が必要な場合

は、本市へ報告し、指示に従うこと。 

⑧ 住民対応などの業務過程において陥没等の事故が判明した場合には、速やかに現

地を確認の上、通行者等の安全を確保し、二次災害防止に努めるとともに、本市

に連絡をして指示を受けること。また、原因者（加害者）がいる場合は、原因者

又はその代理人（保険会社等）と本市との間の調整を支援する。 
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⑨ 受託者は、作業記録写真を撮影し、業務報告書に添付して本市に提出すること。

作業記録写真には、作業日時、作業件名、作業場所、作業対象及び受託者を明記

した黒板等を入れて撮影すること。 

⑩ 受託者は、住民対応・事故対応業務について、住民からの連絡の受付、苦情の内

容及び対応等の情報を整理し、その結果を、速やかに本市へ報告するものとす

る。 

⑪ 受託者は、住民対応・事故対応業務について、蓄積された情報を整理し、住民対

応一覧表にてデータ管理を行い、予防保全型の維持管理に努めることとする。 

⑫ 受託者は、住民に対して受託者が住民対応及び事故対応業務の窓口となること

を、十分にＰＲ活動すること。 

 

(2） 災害対応業務 

① 受託者は、災害対応時における連絡体制、出動体制及びその待機基準を定め、本

市に届け出ること。なお、連絡体制及び出動体制を定めるに当たっては、常に迅

速な対応が図れるよう、事前に本市と協議の上、各々の役割分担を定めるものと

する。 

② 受託者は、災害対応時において管路施設に被災又は管路施設の被災による二次災

害のおそれがある場合等は、本市と密に連絡・調整を行うとともに、予め緊急点

検に応じた適切な緊急措置等を講じ、被災状況の把握に協力するとともに、二次

災害の未然防止に努めるものとする。 

③ 本市は、緊急時及び災害対応等における連絡体制を受託者に通知するものとす

る。 

 

(3） パトロール業務 

① パトロールとは、マンホール蓋の開閉を伴わない、管路施設が埋設された道路の

状態及びマンホール蓋の状態を定期的に車上より観察し、管路施設における不具

合等異常の予兆を発見するために実施する行為をいう。 

② 管路施設が埋設されている地上部（道路面、マンホール蓋及びその周辺）を車上

より異常の有無を観察すること。異常が想定される場合は、巡視、点検の実施を

検討すること。 

③ パトロールの実施手法については、下水道維持管理指針（実務編）-2014-（（公

財）日本下水道協会）に基づいて選定し、年間業務計画書（要求水準書別紙 4参

照）に記載し業務実施前に提出すること。実施手法の変更を行う場合は、事前に

委託者と協議し、変更後の年間業務計画書を提出し、委託者の承諾を得なければ

ならない。 

④ 実施箇所については、過去のパトロール、巡視・点検、調査報告等の維持管理情

報に基づき選定すること。選定した箇所については年間業務計画書（【別紙 4】
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業務実施期間名中の提出書類参照）に記載し業務実施前に提出すること。選定箇

所の変更を行う場合は、事前に委託者と協議し、変更後の年間業務計画書を提出

し、委託者の承諾を得なければならない。 

⑤ 異常が発見された場合は、直ちに(5）点検業務を行い、適切な対処を行うこと。 

⑥ 作業記録は、作業場所、保安施設の状況、テレビカメラなど使用機械の設置状

況、酸素及び硫化水素濃度等の測定状況、管路内洗浄状況の他、委託者が指定す

る内容について提出を行うこと。 

 

(4） 巡視業務 

① 巡視とは、マンホール蓋の開閉を伴わない、管路施設が埋設された道路の状態及

びマンホール蓋の状態を定期的に観察し、管路施設における不具合等異常の予兆

を発見するために実施する行為をいう。 

② 管路施設が埋設されている地上部（道路面、マンホール蓋及びその周辺）を観察

し、異常の有無を目視により巡視する。また下水道台帳との整合の確認をするこ

と。 

③ 巡視の実施手法については、下水道維持管理指針（実務編）-2014-（（公財）日

本下水道協会）に基づいて選定し、年間業務計画書（要求水準書別紙 4）に記載

し業務実施前に提出すること。実施手法の変更を行う場合は、事前に委託者と協

議し、変更後の年間業務計画書を提出し、委託者の承諾を得なければならない。 

④ 実施箇所については、過去のパトロール、巡視・点検、調査報告等の維持管理情

報に基づき選定すること。選定した箇所については年間業務計画書（【別紙 4】

業務実施期間名中の提出書類参照）に記載し業務実施前に提出すること。選定箇

所の変更を行う場合は、事前に委託者と協議し、変更後の年間業務計画書を提出

し、委託者の承諾を得なければならない。 

⑤ 異常が発見された場合は、直ちに(5）点検業務を行い、適切な対処を行うこと。 

⑥ 作業記録は、作業場所、保安施設の状況、テレビカメラなど使用機械の設置状

況、酸素及び硫化水素濃度等の測定状況、管路内洗浄状況の他、委託者が指定す

る内容について提出を行うこと。 

 

(5） 点検業務 

① マンホール及び本管の異常の有無を、確認、点検すること。また、マンホール蓋

も、形状及び表面の異常の有無、ガタツキ等を点検すること。 

② 点検の実施手法については、下水道維持管理指針（実務編）-2014-（（公財）日

本下水道協会）に基づいて選定し、年間業務計画書（【別紙 4】業務実施期間中

の提出書類参照）に記載し業務実施前に提出すること。実施手法の変更を行う場

合は、事前に委託者と協議し、変更後の年間業務計画書を提出し、委託者の承諾

を得なければならない。 
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③ 実施箇所については、過去のパトロール、巡視・点検、調査報告等の維持管理情

報に基づき選定すること。選定した箇所については年間業務計画書（【別紙 4】

業務実施期間中の提出書類参照）に記載し業務実施前に提出すること。選定箇所の

変更を行う場合は、事前に委託者と協議し、変更後の年間業務計画書を提出し、委

託者の承諾を得なければならない。 

④ 施設の機能障害及び事故等が直ちに発生する恐れが予測される場合は、速やかに

処置方法を検討するとともに委託者に報告し、指示を受けること。点検、調査を

行いその原因を把握すること。 

⑤ 作業記録は、作業場所、保安施設の状況、テレビカメラなど使用機械の設置状

況、酸素及び硫化水素濃度等の測定状況、管路内洗浄状況の他、委託者が指定す

る内容について提出を行うこと。 

 

(6） 未接続・誤接続調査業務 

① 受託者は、未接続・誤接続調査業務における業務体制を定め、本市に届け出るこ

と。 

② 未接続・誤接続調査業務の対象箇所は、本市の指定箇所及び受託者の提案を踏ま

えて、本業務着手後、本市と協議し実施するものとする。未接続・誤接続調査業

務の予定数量は、表 3.2 に示す。 

 

表 3.2 未接続・誤接続調査予定数量 

業務内容 単位 数量 標準作業日数 

未接続・誤接続調査工 箇所 500 50 箇所/年 

 

③ 未接続・誤接続調査業務の実施中は、常に身分証明書を携行して、対象箇所の住

民に対して丁寧な説明に努めること。 

④ 受託者は、作業記録写真を撮影し、業務報告書に添付して本市に提出すること。

作業記録写真には、作業日時、作業件名、作業場所、作業対象及び受託者を明記

した黒板等を入れて撮影すること。 

⑤ 受託者は、蓄積された情報を整理し、未接続・誤接続調査一覧表にてデータ管理

を行い、予防保全型の維持管理に努めること。 
 

4 計画的維持管理業務 

(1） 管路点検業務 

① 受託者は、管路点検業務における業務体制を定め、本市に届け出ること。 

② 管路点検業務の対象箇所及び予定数量は、表 4.1 とし、本業務の履行期間中に、

本市と受託者が協議し、必要に応じて、管路点検業務の対象箇所を変更する。 
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表 4.1 管路点検対象箇所及び予定数量 

業務内容 単位 数量 対象箇所 

管口カメラ点検工 箇所 1200 

【別図１管路点検箇所】 
目視点検工 箇所 190 

③ 管路点検業務の点検方法・判定基準について、【別紙 8】参考図書（「下水道事業

のストックマネジメント実施に関するガイドライン-2015 年度版- 平成 27 年 11

月（令和 4 年 3 月改定）」〔国土交通省水管理・国土保全局下水道部 国土交通省

国土技術政策総合研究所下水道研究部〕、「スクリーニング調査を核とした管渠マ

ネジメントシステム技術導入ガイドライン（案）平成 26年 10 月」[国土交通省

国土技術政策総合研究所下水道研究部]）に基づき、実施すること。 

④ 管路点検業務の点検方法・判定基準については、業務計画書（要求水準書別紙 4

参照）に記載し業務実施前に提出すること。管路点検業務の点検方法・判定基準

の変更を行う場合は、事前に委託者と協議し、変更後の年間業務計画書を提出

し、委託者の承諾を得なければならない。 

⑤ 管路点検業務における交通誘導員は、1日あたり 2名を見込んでいるが、警察等

の協議により変更が生じた場合は別途協議する。 

⑥ 本市の指示により、上記の予定箇所数を履行期間内で上回った場合、変更の対象

とする。この場合、増額分は、本市の積算基準に基づいた管路点検業務金額に契

約金額との落札率を乗じた金額とする。 

⑦ 受託者は、作業記録写真を撮影し、業務報告書に添付して本市に提出すること。

作業記録写真には、作業日時、作業件名、作業場所、作業対象及び受託者を明記

した黒板等を入れて撮影すること。 

⑧ 受託者は、管路点検業務中、管路内に緊急対応が必要な異常を発見した場合は、

速やかに適切な措置を講じて、本市に報告するものとする。 

⑨ 受託者は、管路点検業務中、管路内に緊急対応が必要な異常を発見した場合は、

本市と協議を行い、補修等が必要と判断された場合、別途契約を行い、補修工事

等を実施する。 

受託者は、蓄積された情報を整理し、管路点検一覧表にてデータ管理を行い、予

防保全型の維持管理に努めることとする。 

(2） 管路清掃業務 

① 受託者は、管路清掃業務における業務体制を定め、本市に届け出ること。 

② 管路清掃業務の対象箇所は、本市が指定する定期清掃工と緊急清掃工とし、予定

数量は、表 4.2 とする。本業務の履行期間中に、本市と受託者が協議し、必要に

応じて、定期清掃工の対象箇所を変更することができる。 
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表 4.2 管路清掃対象箇所及び予定数量 

業務内容 単位 数量 対象箇所 

定期清掃工 

日 200 

【別図２定期清掃箇所】 

緊急清掃工 随時 

③ 管路清掃業務には、定期清掃工と緊急清掃工の日数を併せて 200 日を見込んでい

る。また、本市の指示等により、緊急清掃作業が発生し、作業時間が 1日に満た

ない場合は、原則、緊急清掃作業の出動回数 3回で 1日とみなす。 

④ 本市の指示により、上記の予定日数を履行期間内で上回った場合、変更の対象と

する。この場合、増額分は、本市の積算基準に基づいた管路清掃業務金額に契約

金額との落札率を乗じた金額とする。 

⑤ 管路清掃業務における交通誘導員は、1日あたり 2名を見込んでいるが、警察等

の協議により変更が生じた場合は別途協議する。 

⑥ 管路清掃業務に使用する使用機材は、高圧洗浄車・強力吸引車等、その他の業務

に必要となる機械器具は作業に適するものを使用するとともに、業務に支障のな

いように、受託者で迅速に配備すること。 

⑦ 受託者は、作業記録写真を撮影し、業務報告書に添付して本市に提出すること。

作業記録写真には、作業日時、作業件名、作業場所、作業対象及び受託者を明記

した黒板等を入れて撮影すること。 

⑧ 受託者は、緊急清掃作業に係る連絡の受付、苦情の内容及び対応等の情報を整理

し、その結果を速やかに報告するものとする。 

⑨ 受託者は、蓄積された情報を整理し、管路清掃一覧表にてデータ管理を行い、予

防保全型の維持管理に努めることとする。 

 

(3） 施設除草・浚渫業務 

① 受託者は、施設除草・浚渫業務における業務体制を定め、本市に届け出ること。 

② 施設除草・浚渫業務の対象箇所及び予定数量は、表 4.3 とする。本業務の履行期

間中に、本市と受託者が協議し、必要に応じて、施設除草・浚渫業務の対象箇所

を変更することができる。 

表 4.3 施設除草・浚渫対象箇所及び予定数量 

業務内容 単位 数量 対象箇所 

除草工 ㎡ 10000 

【別図３除草・浚渫箇所】 

浚渫工 ㎥ 50 

③ 施設除草・浚渫業務の年間の数量は、本市と協議のうえ決定するものとする。 
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④ 施設除草・浚渫業務における交通誘導員は、1日あたり 1名を見込んでいるが、

警察等の協議により変更が生じた場合は別途協議する。 

⑤ 施設除草・浚渫業務において、発生する廃棄物の処理については、法令等に基づ

き適正に処分すること。 

⑥ 受託者は、作業記録写真を撮影し、業務報告書に添付して本市に提出すること。

作業記録写真には、作業日時、作業件名、作業場所、作業対象及び受託者を明記

した黒板等を入れて撮影すること。 

⑦ 受託者は、蓄積された情報を整理し、除草・浚渫一覧表にてデータ管理を行い、

予防保全型の維持管理に努めること。 

 

(4） 不明水調査業務 

① 受託者は、不明水調査業務における業務体制を定め、本市に届け出ること。 

② 不明水調査業務の対象箇所は、本市の指定箇所及び受託者の提案、本市の計画、

「大阪府流域下水道不明水対策基本計画」を踏まえて、本業務着手後、本市と協

議し決定するものとする。不明水調査業務の予定数量は、表 4.4 に示す。 

 

表 4.4 不明水調査予定数量 

業務内容 単位 数量 標準作業日数 

流量計測工 箇所 20 30 日計測/箇所 

③ 不明水調査の期間は、約 1か月以上の優位な降雨による流量変動の連続観測デー

タを取得することを基本とし、本市と事前に調整・確認を行い、実施すること。 

④ 雨量データは、市内に設置された雨量計データ（日単位及び時間単位）を提供す

る。 

⑤ 不明水調査業務における交通誘導員は、1日あたり 1名を見込んでいるが、警察

等の協議により変更が生じた場合は別途協議する。 

⑥ 不明水調査業務の測定方法、記録方法及び報告書記載内容については、「大阪府

流域下水道不明水対策基本計画及び【別紙 8】参考図書（雨天時侵入水対策ガイ

ドライン（案）（国土交通省））に基づき、業務計画書（要求水準書別紙 4参照）

に記載し業務実施前に提出すること。測定方法、記録方法及び報告書記載内容の

変更を行う場合は、事前に委託者と協議し、変更後の業務計画書を提出し、委託者

の承諾を得なければならない。 

⑦ 受託者は、作業記録写真を撮影し、業務報告書に添付して本市に提出すること。

作業記録写真には、作業日時、作業件名、作業場所、作業対象及び受託者を明記

した黒板等を入れて撮影すること。 

⑧ 受託者は、蓄積された情報を整理し、不明水調査一覧表にてデータ管理を行い、

予防保全型の維持管理に努めること。 
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5 ポンプ場及びマンホールポンプ維持管理業務 

(1） ポンプ場保守点検及び緊急対応業務 

① 受託者は、ポンプ場保守点検及び緊急対応業務における業務体制を定め、本市に

届け出ること。 

② ポンプ場保守点検及び緊急対応業務の対象施設は、東野中継ポンプ場及び東茱萸

木中継ポンプ場の 2箇所とし【別図４ポンプ場及びマンホールポンプ箇所】に示

す。対象施設の概要について、表 5.1 及び表 5.2 に示す。 

表 5.1 ポンプ場対象施設 

施設名称 東野中継ポンプ場 

施設場所 大阪狭山市東野中 5丁目 477 番地 4 

施設面積 930 ㎡ 

排除方式 汚水ポンプ場 

供用開始年月 昭和 55年 9 月 

ポンプ施設 6.5 ㎥/分×2台 ・ 6.2 ㎥/分×1台 

 

表 5.2 ポンプ場対象施設 

施設名称 東茱萸木中継ポンプ場 

施設場所 大阪狭山市東茱萸木 1丁目 1757 番地 254 

施設面積 230 ㎡ 

排除方式 汚水ポンプ場 

供用開始年月 平成元年 4月 

ポンプ施設 1.85 ㎥/分×2台 ・ 1.6 ㎥/分×1台 

③ ポンプ場の保守点検業務は、点検方法・判定基準について、【別紙８参考図書】

（下水道維持管理指針（日本下水道協会））に基づき、１年間に２回実施するこ

と。 

④ 点検方法・判定基準については、業務計画書（要求水準書別紙 4参照）に記載し

業務実施前に提出すること。点検方法・判定基準の変更を行う場合は、事前に委

託者と協議し、変更後の業務計画書を提出し、委託者の承諾を得なければならな

い。 

⑤ ポンプ場の主要設備は、【別紙 11】東野中継ポンプ場主要設備一覧表及び【別紙

12】東茱萸木中継ポンプ場主要設備一覧表のとおりとする。 

⑥ 受託者は、ポンプ場の各設備の給油状態や油漏れを適切な頻度で確認し、常に適

量を保つように措置を講じること。また、各設備の異音や振動、腐食や破損及び
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電圧や電流値の異常が発見された場合は、軽微な補修であれば、速やかに適切な

措置を講じること。軽微な補修とは次のとおりとする。 

(ア)各設備のオイル交換及びグリースアップ 

(イ)各設備に付属する消耗部品の交換、短時間で完了する分解・修理・清掃作業 

(ウ)自動通報装置や制御に関する発信器の点検及び調整 

(エ)自家用発電機のオイル交換及び燃料補充 

(オ)その他、記載のない事項は、本市と受託者との協議のうえ決定する。 

⑦ ポンプ場の保守点検及び緊急対応業務について、業務上必要とする次の費用は、

受託者が負担する。 

(ア)油脂類（オイル・重油・グリース・補修用塗料） 

(イ)軽微な補修時の消耗部品 

(ウ)清掃作業に必要な道具及び発生したゴミの処分 

(エ)制御盤や屋内外の蛍光灯や電球 

(オ)衛生用品 

(カ)その他、記載のない事項は、本市と受託者との協議のうえ決定する。 

⑧ 受託者は、ポンプ場の電気計装設備の点検について、有資格者による点検を行

い、異常が発見された場合は、速やかに適切な措置を講じて、本市へ報告するこ

と。 

⑨ 受託者は、緊急対応業務について、24 時間 365 日受付が可能な体制をとり、速

やかに対応できる体制を整えるものとする。 

⑩ 受託者は、ポンプ場の各設備に設置している自動通報装置から異常通報が発報さ

れた場合、速やかに出動し、適切な措置を講じること。 

⑪ 受託者は、東野中継ポンプ場については、巡視点検業務として、1週間に 3回・

3時間程度の運転状態の監視・調整作業を行い、異常の有無を発見したら、速や

かに本市へ報告すること。また、管理棟・沈砂池等の建築施設についても、点検

し、異常があれば本市へ報告すること。 

⑫ 受託者は、東野中継ポンプ場及び東茱萸木中継ポンプ場の屋内施設及び屋外につ

いて、常に清潔な状態を保つため、適切な頻度で清掃を行うこと。 

⑬ 受託者は、東野中継ポンプ場及び東茱萸木中継ポンプ場の機械設備等の法定点検

を含む定期点検を行うこと。 

⑭ 受託者は、東野中継ポンプ場及び東茱萸木中継ポンプ場については、毎日の汚水

送水量を記録用紙に記載すること。 

⑮ 受託者は、作業記録写真を撮影し、業務報告書に添付して本市に提出すること。

作業記録写真には、作業日時、作業件名、作業場所、作業対象及び受託者を明記

した黒板等を入れて撮影すること。 

⑯ 受託者は、蓄積された情報を整理し、ポンプ場対応一覧表にてデータ管理を行

い、予防保全型の維持管理に努めること。 
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(2） マンホールポンプ保守点検及び緊急対応業務 

① 受託者は、マンホールポンプ保守点検及び緊急対応業務における業務体制を定

め、本市に届け出なければならない。 

② マンホールポンプ保守点検及び緊急対応業務の対象施設は、市内マンホールポン

プ 21 箇所及び戸別マンホールポンプ 6箇所とし、【別図４ポンプ場及びマンホー

ルポンプ箇所】に示す。対象施設の概要については、表 5.3 及び表 5.4 に示す。 

表 5.3 市内マンホールポンプ対象施設 

施設名称 施設場所 供用開始 ポンプ施設 

東野中継 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

東野中 5丁目 477 番地 4 
平成 4年 0.82 ㎥/分×2台 

東野西四丁目 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

東野西 4丁目 840 番地 2 
平成 6年 0.70 ㎥/分×2台 

池尻自由丘 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

池尻自由丘 2丁目 25番 9 号 
平成 3年 0.22 ㎥/分×2台 

池之原一丁目 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

池之原 1丁目 1334 番地 
平成 7年 0.70 ㎥/分×2台 

狭山五丁目 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

狭山 5丁目 2213 番地 9 
平成 2年 1.30 ㎥/分×2台 

狭山二丁目 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

岩室 1402 番地 2 
平成 1年 0.70 ㎥/分×4台 

今熊二丁目 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

今熊 2丁目 358 番地 3 
平成 7年 0.90 ㎥/分×2台 

今熊七丁目 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

今熊 7丁目 178 番地 2 
平成 6年 0.70 ㎥/分×2台 

半田三丁目 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

半田 5丁目 1597 番地 2 
平成 6年 0.70 ㎥/分×2台 

半田五丁目 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

半田 5丁目 2661 番地 2 
平成 6年 1.40 ㎥/分×4台 

茱萸木三丁目 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

茱萸木 3丁目 127 番地 2 
平成 3年 0.70 ㎥/分×2台 

茱萸木七丁目 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

茱萸木 7丁目 1519 番地 14 
平成 5年 0.82 ㎥/分×2台 

茱萸木七丁目東 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

茱萸木 7丁目 1493 番地 1 
平成 10 年 0.62 ㎥/分×2台 

大野中第１ 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

大野台 4丁目 401 番地 226 
平成 7年 1.00 ㎥/分×2台 

大野中第２ 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

大野中 529 番地 8 
平成 16 年 0.22 ㎥/分×2台 

東池尻二丁目 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

東池尻 2丁目 1182 番地 9 
平成 26 年 0.70 ㎥/分×2台 

半田五丁目第２ 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

半田 5丁目 1238 番地 3 
平成 26 年 0.70 ㎥/分×2台 
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東茱萸木二丁目 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

東茱萸木 1丁目 1757 番地

208 

平成 30 年 0.70 ㎥/分×2台 

今熊三丁目 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

今熊 3丁目 738 番地 2 
令和 4年 0.70 ㎥/分×2台 

東茱萸木三丁目 

マンホールポンプ 

大阪狭山市 

東茱萸木 3丁目 2188 番地 14 
令和 5年 1.30 ㎥/分×2台 

西除川第二排水区 

雨水調整池 

大阪狭山市 

池尻北 1丁目 796-6 
令和 3年 2.40 ㎥/分×1台 

    表 5.4 戸別マンホールポンプ対象施設 

施設名称 施設場所 供用開始 ポンプ施設 

池之原二丁目 

戸別マンホールポンプ 

大阪狭山市 

池之原 2丁目地先 
平成 8年 0.20 ㎥/分×2台 

岩室三丁目  

戸別マンホールポンプ 

大阪狭山市 

岩室 3丁目地先 
平成 9年 0.20 ㎥/分×2台 

茱萸木五丁目 

戸別マンホールポンプ 

大阪狭山市 

茱萸木 5丁目地先 
平成 22 年 0.27 ㎥/分×2台 

大野中① 

戸別マンホールポンプ 

大阪狭山市 

大野中地先 
平成 9年 0.20 ㎥/分×2台 

大野中② 

戸別マンホールポンプ 

大阪狭山市 

大野中地先 
平成 8年 0.22 ㎥/分×2台 

狭山四丁目 

戸別マンホールポンプ 

大阪狭山市 

狭山 4丁目地先 
昭和 62 年 1.30 ㎥/分×2台 

③ マンホールポンプの保守点検業務は、点検方法・判定基準について、【別紙８参

考図書】（下水道維持管理指針（日本下水道協会））に基づき、1年間に 2回実施

すること。 

④ 点検方法・判定基準については、業務計画書（要求水準書別紙 4参照）に記載し

業務実施前に提出すること。点検方法・判定基準の変更を行う場合は、事前に委

託者と協議し、変更後の業務計画書を提出し、委託者の承諾を得なければならな

い。 

⑤ 本市の指示により、上記の対象施設数が追加になった場合、変更の対象とする。

この場合、増額分は、本市の積算基準に基づいたマンホールポンプ維持管理業務

金額に契約金額との落札率を乗じた金額とする。 

⑥ マンホールポンプの主要設備は、【別紙 13】マンホールポンプ主要設備一覧表の

とおりとする。 

⑦ 受託者は、マンホールポンプの各設備の給油状態や油漏れを適切な頻度で確認

し、常に適量を保つように措置を講じること。また、各設備の異音や振動、腐食

や破損及び電圧や電流値の異常が発見された場合は、軽微な補修であれば、速や

かに適切な措置を講じること。軽微な補修とは次のとおりとする。 

(ア)各設備のオイル交換及びグリースアップ 

(イ)各設備に付属する消耗部品の交換、短時間で完了する分解・修理・清掃作業 
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(ウ)自動通報装置や制御に関する発信器の点検及び調整  

(エ)その他、記載のない事項は、本市と受託者との協議のうえ決定する。 

⑧ マンホールポンプの保守点検及び緊急対応業務について、業務上必要とする次の

費用は、受託者が負担する。 

(ア)油脂類（オイル・重油・グリース・補修用塗料） 

(イ)軽微な補修時の消耗部品 

(ウ)清掃作業に必要な道具及び発生したゴミの処分 

(エ)制御盤や屋内外の蛍光灯や電球 

(オ)衛生用品 

(カ)その他、記載のない事項は、本市と受託者との協議のうえ決定する。 

⑨ 受託者は、マンホールポンプの電気計装設備の点検について、有資格者による点

検を行い、異常が発見された場合は、速やかに適切な措置を講じて、本市へ報告

すること。 

⑩ 受託者は、緊急対応業務について、24 時間 365 日受付が可能な体制をとり、速

やかに対応できる体制を整えるものとする。 

⑪ 受託者は、マンホールポンプの各設備に設置している自動通報装置から異常通報

が発報された場合、速やかに出動し、適切な措置を講じること。 

⑫ 受託者は、マンホールポンプ施設について、常に清潔な状態を保つため、適切な

頻度で清掃を行うこと。 

⑬ 受託者は、作業記録写真を撮影し、業務報告書に添付して本市に提出すること。

作業記録写真には、作業日時、作業件名、作業場所、作業対象及び受託者を明記

した黒板等を入れて撮影すること。 

⑭ 受託者は、蓄積された情報を整理し、マンホールポンプ対応一覧表にてデータ管

理を行い、予防保全型の維持管理に努めること。 

 

(3） ポンプ場及びマンホールポンプ機械電気設備修繕業務 

① 受託者は、ポンプ場及びマンホールポンプ機械電気設備修繕業務における業務体

制を定め、本市に届け出ること。 

② ポンプ場及びマンホールポンプ機械電気設備修繕業務の対象箇所及び予定数量

は、表 4.5 とする。本業務の履行期間中に、本市と受託者が協議し、必要に応じ

て、ポンプ場及びマンホールポンプ機械電気設備修繕業務の予定数量を変更する

ことができる。 

表 4.5 ポンプ場及びマンホールポンプ機械電気設備修繕対象箇所及び予定数量 

業務内容 単位 数量 対象箇所 

水位計取替工 箇所 20 
【別図４ポンプ場及び 

マンホールポンプ箇所】 
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③ ポンプ場及びマンホールポンプ機械電気設備修繕業務の年間の数量は、本市と協

議のうえ決定するものとする。 

④ ポンプ場及びマンホールポンプ機械電気設備修繕業務における交通誘導員は、1

日あたり 1名を見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合は別途協

議する。 

⑤ ポンプ場及びマンホールポンプ機械電気設備修繕業務において、発生する廃棄物

の処理については、法令等に基づき適正に処分すること。 

⑥ 受託者は、作業記録写真を撮影し、業務報告書に添付して本市に提出すること。

作業記録写真には、作業日時、作業件名、作業場所、作業対象及び受託者を明記

した黒板等を入れて撮影すること。 

⑦ 受託者は、蓄積された情報を整理し、ポンプ場及びマンホールポンプ機械電気設

備修繕一覧表にてデータ管理を行い、予防保全型の維持管理に努めること。 

 

 

6 計画策定業務 

(1） 下水道ストックマネジメント計画変更業務（管路修繕・改築計画） 

① 受託者は、下水道ストックマネジメント計画変更業務における業務体制について

定め、本市と事前に確認事項について協議すること。 

② 下水道ストックマネジメント計画変更業務については、点検・調査結果に基づ

き、施設の劣化状況を把握し、長期的な改築事業のシナリオ設定を踏まえ、事業

計画期間を勘案し、概ね 5年間の修繕・改築の優先順位を設定する。また、実施

計画では、どの管路を、いつ、どのように、どの程度の費用をかけて、修繕改築

を行うかを検討する。 

③ 下水道ストックマネジメント計画変更業務における予定数量については、(2）下

水道ストックマネジメント計画策定業務に伴う管路調査業務の調査延長とする。

また、積算上、対策必要延長は調査延長の約 20％とする。 

④ 診断 

診断は、管路施設の異常の程度を評価し、対策の要否及び緊急度を明らかにする

もので、潜行目視調査、マンホール目視調査又はＴＶカメラ調査等の結果から、

以下の手順で実施する。 

(ア)異常の程度の評価 

(イ)緊急度・健全度の判定 

⑤ 対策の必要性検討 

診断により判定された健全度・緊急度と、長期的な改築事業のシナリオを踏ま

え、対策の必要性を検討する。 

⑥ 修繕・改築の優先順位の検討 
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従来の施設整備事業や地震・津波対策及び浸水対策事業などの機能向上に関する

他計画を考慮し、リスク評価結果を踏まえて修繕・改築の優先順位を検討する。 

⑦ 対策範囲の検討 

優先順位を踏まえた修繕・改築対策が必要と位置づけたスパンについて、修繕か

改築かを判定する。管きょ以外に検討施設とした施設（マンホール、取付管、

桝、マンホールふた）で対策が必要と判定されたものについては、劣化状況に応

じて、修繕か改築かを判断する。 

⑧ 長寿命化対策検討対象施設の選定 

長寿命化対策の検討対象とする施設を選定し、現場状況、劣化状況に応じた長寿

命化対策工法の有無の確認を行い、長寿命化対策を検討する必要性を確認する。 

⑨ 改築方法の検討 

改築と判定した管路施設を整理し、更新（布設替え工法）か長寿命化対策（更生

工法）かを選定する。また、ライフサイクルコストを算定し、長寿命化対策の実

施効果を検証する。 

⑩ 実施時期の設定及び概算費用の算出 

長寿命化対象施設及び長寿命化計画対象区域内の更新や修繕に必要な事業量の算

出と概ね 5年程度の実施時期を設定する。また、事業計画期間内に改築する管路

施設の対象延長及び施工方法を整理し、年度別事業量、年度割概算事業費を算出

する。 

⑪ 修繕・改築計画のとりまとめ 

検討結果及び他事業との整合を勘案した修繕・改築計画としてとりまとめる。 

⑫ 照査 

受託者は、計画策定全般にわたり、以下に示す事項について、照査を実施するこ

と。 

(ア)情報収集の内容及び課題の把握・整理内容に関する照査 

(イ)検討の方法及びその内容に関する照査 

(ウ)計画の妥当性（方針、設定条件等）の照査 

(エ)上位計画、地震対策計画、浸水対策計画、合流改善計画等との相互間におけ 

る整合性に関する照査 

⑬ 完成図書 

(ア)報告書                        Ａ４・3部 

(イ)修繕・改築計画図              原図一式・白焼き 3部 

(ウ)打合せ議事録                     Ａ４・3部 

(エ)その他参考資料                     原稿一式 

(オ)上記図書の電子成果品              CD-R 又は DVD-R 一式 
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⑭ 下水道ストックマネジメント計画変更業務における本要求水準書に記載のない事

項については、【別紙８参考図書】を参考とし、本市と協議のうえ、実施するこ

と。 

⑮ 下水道ストックマネジメント計画変更業務については、別途、業務委託契約を締

結するため、業務委託契約書に定めている契約約款に基づいて業務を履行するこ

と。 
 

(2） 下水道ストックマネジメント計画策定業務に伴う管路調査業務 

① 受託者は、下水道ストックマネジメント計画に係る管路調査業務における業務体

制について定め、本市と事前に確認事項について協議すること。 

② 下水道ストックマネジメント計画に係る管路調査業務の対象箇所及び予定数量

は、表 6.1 とし、本業務の履行期間中に、本市と受託者が協議し、必要に応じ

て、下水道ストックマネジメント計画に係る管路調査業務の対象箇所及び予定数

量を変更することができる。 

 

表 6.1 管路調査対象箇所及び予定数量  

業務内容 単位 予定数量 対象箇所 

スクリーニング調査工 ㎞ 100 

別途協議 
本管テレビカメラ調査工 ㎞ 15 

高圧洗浄車清掃工 ㎞ 15 

③ 下水道ストックマネジメント計画に係る管路調査業務の調査方法・判定基準につ

いて、【別紙８参考図書】に基づき、本市と事前に調整・確認を行い、実施する

こと。 

④ 下水道ストックマネジメント計画に係る管路調査業務における交通誘導員は、1

日あたり 2名を見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合は別途協

議する。 

⑤ 受託者は、作業記録写真を撮影し、業務報告書に添付して本市に提出すること。

作業記録写真には、作業日時、作業件名、作業場所、作業対象及び受託者を明記

した黒板等を入れて撮影すること。 

⑥ 受託者は、管路調査業務中、管路内に緊急対応が必要な異常を発見した場合は、

速やかに適切な措置を講じて、本市に報告するものとする。 

⑦ 受託者は、管路調査業務中、管路内に緊急対応が必要な異常を発見した場合は、

本市と協議を行い、補修等が必要と判断された場合、別途契約を行い、補修工事

等を実施する。 

⑧ 完成図書 
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(ア)報告書                       Ａ４・3部 

(イ)打合せ議事録                    Ａ４・3部 

(ウ)その他参考資料                    原稿一式 

(エ)上記図書の電子成果品            CD-R 又は DVD-R 一式 

⑨ 下水道ストックマネジメント計画に係る管路調査業務については、別途、業務委

託契約を締結するため、業務委託契約書に定めている契約約款に基づいて業務を

履行すること。 

 

7 実施設計業務・改築工事 

(1） 管路施設実施設計業務 

① 受託者は、管路施設実施設計業務における業務体制について定め、本市と事前に

確認事項について協議すること。 

② 管路施設実施設計業務における予定数量については、(2）管路施設修繕及び改築

工事の管渠更生工事の延長とする。対象路線は、ストックマネジメント計画対象

路線において、年度毎に提示する予算上限額内で受託者が選定し、業務実施前年

度までに選定路線について委託者と協議したうえで業務計画書（【別紙 4】業務

実施期間中の提出書類参照）に記載し提出すること。 
③ 資料収集 

上位計画図書、下水道台帳、既設管の竣工図書、土質調査、構造計算書、その他

の必要な資料の収集及び確認、ＴＶカメラ調査又は潜行目視調査、劣化度調査図

書、本管下水量又は水位調査の資料の収集及び確認 

④ 既設管調査 

ＴＶカメラ調査又は潜行目視調査、劣化度調査図書に基づき管きょの劣化状況や

堆積物、支障物件等の有無等を管路施設内にて把握。測距、地盤高、管底高、管

きょ断面、人孔の形状の測定等 

⑤ 現場環境調査 

道路状況、周辺状況の把握 

⑥ 設計計画 

既設管の健全度評価、流下能力の評価、構造性能の評価、設計方針、更生工法の

選定等 

⑦ 各種計算 

更生管等の計算 

⑧ 耐震設計 

耐震設計に必要な資料の収集、特性の把握、地盤条件、管きょ条件、レベル 1及

びレベル 2地震動、耐震設計に対する照査 

⑨ 設計図作成 

系統図、平面図、縦断面図、構造図等の作成 
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⑩ 数量計算 

管更生、事前事後処理等の数量計算 

⑪ 照査 

設計計画の妥当性、各種計算書の適切性、各種設計図の適切性、各種計算書と設

計図の整合性 

⑫ 完成図書 

(ア)位置図、系統図                原図一式・白焼き 3部 

(イ)設計図（平面図、縦横断面図、仮設図等）    原図一式・白焼き 3部 

(ウ)水理計算書                       Ａ４・3部 

(エ)構造計算書（耐震設計計算書含む）            Ａ４・3部 

(オ)数量計算書                       Ａ４・3部 

(カ)報告書                         Ａ４・3部 

(キ)打合せ議事録                      Ａ４・3部 

(ク)その他参考資料                      原稿一式 

(ケ)上記図書の電子成果品              CD-R 又は DVD-R 一式 

⑬ 管路施設実施設計業務における本要求水準書に記載のない事項については、【別

紙 8】参考図書を参考とし、本市と協議のうえ、実施すること。 

⑭ 管路施設実施設計業務については、別途、業務委託契約を締結するため、業務委

託契約書に定めている契約約款に基づいて業務を履行すること。 

 

(2） 管路施設修繕及び改築工事 

① 受託者は、管路施設改築工事における施工体制について定め、本市と事前に調

整、確認を行うものとする。 

② 管路施設改築工事の施工計画については、設計図面や現場条件、既設管流量等を

十分に確認し、工法検討や施工方法などについて、本市と事前に協議のうえ施工

するものとする。 

管路施設改築工事の対象箇所及び予定数量は表 7.1 に示す。対象路線は、スト

ックマネジメント計画対象路線において、年度毎に提示する予算上限額内で受

託者が選定し、業務実施前年度までに選定路線について委託者と協議したうえ

で業務計画書（【別紙 4】業務実施期間中の提出書類参照）に記載し提出するこ

と。 
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表 7.1 管路施設改築工事対象箇所及び予定数量 

管径及び材質 単位 予定数量 対象箇所 

φ600 ㎜管きょ更生工 m 300 

別途協議 φ500 ㎜管きょ更生工 m 200 

修繕工（部分更生） 箇所 20 

③ 管渠更生工事の年間の事業量は、本市と協議のうえ決定するものとする。 

④ 管渠更生工事における交通誘導員は、1日あたり 3名を見込んでいるが、警察等

の協議により変更が生じた場合は別途協議する。 

⑤ 管きょ更生工事の適用工法は、公益財団法人日本下水道新技術推進機構の建設技

術審査証明を取得している工法で、「管きょ更生工法における設計・施工ガイド

ライン（案）」で示す要求性能に適合する工法でなければならない。また、採用

する工法については、建設技術審査証明に係る資料を提出のうえ、本市の承諾を

得ること。 

⑥ 部分改築工は非開削工法とし、採用する工法については、資料を提出のうえ本市

の承諾を得ること。 

⑦ 管路施設改築工事における、本要求水準書に記載のない事項については、【別紙

8】参考図書を参考とし、本市と協議のうえ、実施すること。 

⑧ 管路施設改築工事については、別途、工事請負契約を締結するため、工事請負契

約書に定めている契約約款に基づいて工事を行うこと。 
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【別紙 2】遵守法令等 

 

(1) 健康保険法 

(2) 労働基準法 

(3) 労働者災害補償保険法 

(4) 消防法 

(5) 建設業法 

(6) 建築基準法 

(7) 港湾法 

(8) 毒物及び劇物取締法 

(9) 道路法 

(10) 下水道法 

(11) 中小企業退職金共済法 

(12) 道路交通法 

(13) 河川法 

(14) 電気事業法 

(15) 騒音規制法 

(16) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(17) 水質汚濁防止法 

(18) 酸素欠乏症等防止規則 

(19) 労働安全衛生法 

(20) 雇用保険法 

(21) 振動規制法 

(22) 環境基本法 

(23) 個人情報の保護に関する法律 

(24) 職業安定法 

(25) 水道法 

(26) 電気工事士法 

(27) 電波法 

(28) 大気汚染防止法 

(29) 地方自治法 

(30) 地方公営企業法 

(31) 大阪狭山市下水道条例 

(32) 都市計画法 

(33) 電気事業法 

(34) 悪臭防止法 

(35) 計量法 
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(36) エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法） 

(37) 地球温暖化対策の推進に関する法律 
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【別紙 3】業務着手時の提出書類 
以下の書類について提出すること。なお、書類（紙）での提出が求められる提出書類につい

て、委託者が認めた場合は、電子による提出もできるものとする。 
 

提出書類名 提出部数 提出時期・記載事項等 

業務着手届 1 
・契約締結後速やかに提出すること。 

・本市様式を使用すること。 

身分証明書発行申請書 1 

・契約締結後速やかに提出すること。 

・業務に従事する者の氏名及び生年月日を

記載すること。 

統括管理責任者、主任技術

者届、照査技術者及びその

他の担当技術者届 

1 

・契約締結後速やかに提出すること。 

・また変更する場合も速やかに提出するこ

と。 

酸素欠乏危険作業主任届 1 ・契約締結後速やかに提出すること。 

全体業務計画書 1 

・契約締結後速やかに提出すること。 

・モニタリング実施計画書を併せて提出す

ること。 

再委託届 

※該当する場合 
1 

・業務の一部を再委託する場合に提出する

こと。 

・次の事項を記載すること。 

① 再委託先の名称 

② 再委託の種類、期間、範囲等 

③ 再委託先に対する指導方法等 

④ その他本市が指示する事項 

行政財産使用許可申請書 1 ・契約締結後速やかに提出すること。 

別途契約業務に関する提出

書類 

別途契約

時に定め

る 

・別途契約時に定める 
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【別紙 4】業務実施期間中の提出書類 

以下の書類について提出すること。なお、書類（紙）での提出が求められる提出書類につい

て、委託者が認めた場合は、電子による提出もできるものとする。 
 

提出書類名 提出部数 提出時期・記載事項等 

年間業務計画書 1 

・内容に変更があるごとに提出するこ

と。 

・全体業務計画書提出日から業務履行開

始日までに当該年度の業務実施計画に

ついて提出し、本市の確認を得るこ

と。 

・2年度目以降は、各年度 3月 25日まで

に、翌年度の業務実施計画について、

本市に提出し、本市の確認を得るこ

と。 

・民間事業者の裁量により決定、選定す

る事項についても記載のうえ提出する

こと。なお、協議の必要はない。 

月間業務計画書 1 
・各月 25日までに、翌月の計画について

提出すること。 

年間業務報告書 

（年次報告書） 
1 

・各年度 4月 5日までに、提出するこ

と。 

・業務ごとに、実施した作業の内容、進

捗状況等について記載すること。 

・更新計画案作成について反映するこ

と。 

・セルフモニタリング報告書、総合評価

シートを併せて提出すること。 

月間業務報告書 

（月次報告書） 
1 

・各月 5日までに、提出すること。 

・業務ごとに、実施した作業の内容、進

捗状況等について記載すること。 

・更新計画案作成について反映するこ

と。 
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中間業務報告書 1 

・指定する期日までに、提出すること。 

・各業務の成果品を取りまとめ、委託者

の維持管理及び次期事業の一層の効率

化に資する提言を含め提出すること。 

・要求水準等の達成状況をとりまとめの

うえ提出すること。 

・施設情報や維持管理情報等引き継ぐ必

要がある事項についてとりまとめのう

え提出すること。 

・次期事業に引き継ぐべき事項について

取りまとめ提出すること。 

・セルフモニタリング報告書、総合評価

シートを併せて提出すること。 

引継ぎ書 1 ・別紙 9に基づき提出すること。 

各種マニュアル 1 ・随時作成し提出すること。 

打合せ議事録 2 ・打合せの都度、提出すること。 

作業日報 1 ・本市が提出を求めた時。 

週間業務予定表 

（週間工程表） 
１ 

・原則、前週の木曜日までに提出するこ

と。但し、提出する週の木曜日又は金

曜日が休日の場合は、水曜日までに提

出すること。  

緊急連絡表 １ 
・夏期休暇、年末年始休暇及び大型連休

を迎えるに当たって提出すること。 

資料・物品貸与申請書 １ 
・資料及び物品を借用するに当たって提

出すること。 

各種届出書の写し 1 
・法令等に基づき、官公署へ届け出た文

書の写しを提出すること。 

支払い請求書及び明細 1 
・契約書に基づく支払い請求にあたって

提出すること。 
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別途契約業務に関する提出書

類 

別途契約

時に定め

る 

・別途契約時に定める。 
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【別紙 5】業務完了時の提出図書 
以下の書類について提出すること。なお、書類（紙）での提出が求められる提出書類につい

て、委託者が認めた場合は、電子による提出もできるものとする。 
 

提出図書名 
提出 

部数 
提出時期・記載事項等 

業務完了届 1 ・業務終了後、速やかに提出すること。 

業務報告書 1 

・業務完了日までに提出すること。 

・各業務の成果品を取りまとめ、委託者の維

持管理及び次期事業の一層の効率化に資する

提言を含め提出すること。 

・要求水準等の達成状況をとりまとめのうえ

提出すること。 

・セルフモニタリング報告書、総合評価シー

トを併せて提出すること。 

各種マニュアル 1 ・とりまとめのうえ提出すること。 

その他参考資料 1 ・業務終了後、速やかに提出すること。 

上記図書の電子成果品 

（CD-R や DVD-R、外付け HDD

等） 

1 ・業務終了後、速やかに提出すること。 

支払い請求書及び明細 1 
・契約書に基づく支払い請求にあたって提出す

ること。 

別途契約業務に関する提出書類 1 
・別途契約時に定める。 

その他 1 
・別途委託者が指示する事項について提出する

こと。 
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【別紙 6】業務実施体制 

(1) 受託者は、契約締結後、速やかに次に掲げる統括管理責任者及び主任技術者、

照査技術者、担当技術者等を配置すること。なお、特別な記載がある場合を除

き、各配置技術者については兼務可能とする。 

(2) 受託者は、概ね 1時間以内の各種対応が可能な体制を整えるものとする。 

(3) 統括管理責任者は、本事業の最高責任者として下水道管路施設及び下水道施設

の高度な技術及び知識、相当の経験を有し、すべての業務内容を理解し、本事

業を統括的に管理、運営できる者であること。また、本市との連絡窓口を務

め、各種業務の的確な判断、指揮、監督、教育を行うとともに、技術の向上及

び事故の防止に努めるものとする。 

(4) 日常的維持管理業務、計画的維持管理業務、ポンプ場及びマンホールポンプ維

持管理業務の主任技術者は、下水道管路施設及び下水道施設の維持管理に関し

ての専門的知識及び経験を有し、専門技士や作業員等に適切な指示を与え、業

務を適切に実施できる者であること。また、業務に従事する者の技術上の指導

監督を担うものとする。なお、日常的維持管理業務の主任技術者は河内長野市

下水道施設包括的管理業務も含め、そのほかの配置技術者と兼務はできないも

のとする。 

(5) 計画策定業務及び実施設計業務・工事における管路施設実施設計業務の主任技

術者及び照査技術者は、技術士（総合技術監理・上下水道（選択科目を上下水

道－下水道とするものに限る。））、又は技術士（上下水道（選択科目を下水道と

するものに限る））の資格を有している者であること。なお、主任技術者と照査

技術者を兼ねることはできない。 

(6) 実施設計業務・工事における管路施設修繕及び改築工事の主任技術者は、土木

一式工事についての建設業法第 27条の 18 第 1項の監理技術者資格者証の交付

を受けた者であること。また、受託者は、管路施設修繕及び改築工事にあたり、

建設業法や各種通知、ガイドライン等を遵守のうえ、工事の目的に応じた現場

代理人、主任技術者もしくは監理技術者等（本項に限り建設業法に規定する、主

任技術者、監理技術者、専門技術者等のことをいう。）を充てることとする。 

(7) 主任技術者等は、本市及び本市下水道施設に精通しているとともに、迅速かつ

確実に現場に到達できること。 

(8) 受託者は、社内教育等において下水道管理に関する専門的講習を受け、かつ、

酸欠・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者を、所定の業務に従事さ

せるものとする。 

(9) 受託者は、下水道施設の内部で作業を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を

定め、作業現場に常駐させ、所定の業務に従事させるものとする。 

(10) 受託者は、資格を必要とする諸機械を取り扱う場合は、必ず有資格者を充てる

ものとし、かつ、必要に応じて誘導員を配置するものとする。 
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(11) 受託者は、善良な作業員を選定し、秩序正しい業務を行わせ、かつ、熟練を要

する作業には、相当の経験を有する者を従事させものとする。 

(12) 受託者は、適正な業務の進捗を図るとともに、そのために必要な十分な作業員

を配置するものとする。 
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【別紙 7】準備機材 

 

機材名 用途 
業務事務所等

への常備 

高圧洗浄車・強力吸引車 管路清掃業務及び管路調査業務に使用 不要 

本管用テレビカメラ 管路調査業務に使用 不要 

管口カメラ 管路点検業務に使用 不要 

取付管用テレビカメラ 

小型高圧洗浄機 

清掃機器一式 

住民対応・事故対応業務に使用 必要 

作業車両 各種業務に使用 必要 

酸素濃度等測定器 下水道施設の内部の作業に使用 必要 

発電機・送風機 下水道施設の内部の作業に使用 必要 

発電機・水中ポンプ 
住民対応・事故対応業務及び下水道施

設内の水替え作業に使用 
必要 

※1 上記機材の使用に必要な燃料、消耗品等の本業務に必要となる備品等を含む。 

※2 常備が必要なものに関しては、迅速に対応できる配備とする。 
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【別紙 8】参考図書 

 
(1) ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き

(案)（国土交通省） 

(2) 下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン（国土交通省） 

(3) 下水道ＢＣＰ策定マニュアル（国土交通省） 

(4) 雨水管理総合計画策定ガイドライン（国土交通省） 

(5) 下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン（国土交

通省） 

(6) 下水道事業の手引き（国土交通省・日本水道新聞社） 

(7) 下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道協会） 

(8) 下水道維持管理指針（日本下水道協会） 

(9) 下水道管路施設の点検・調査マニュアル（日本下水道協会） 

(10) 管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（日本下水道協会） 

(11) 排水設備事務要覧（日本下水道協会） 

(12) 下水道排水設備指針と解説（日本下水道協会） 

(13) 下水道管路施設ストックマネジメントの手引き（日本下水道協会） 

(14) 下水道施設耐震計算例－管路施設編－（日本下水道協会） 

(15) 下水道施設耐震計算例－処理場・ポンプ場編－（日本下水道協会） 

(16) 下水道の地震対策マニュアル（日本下水道協会） 

(17) 下水道土木工事必携（案）（日本下水道協会） 

(18) 下水道用マンホールふたの維持管理マニュアル（案）（日本下水道協会） 

(19) 下水道用設計積算要領 設計委託編（日本下水道協会） 

(20) 下水道用設計積算要領 ポンプ場・処理場施設（機械・電気設備）編（日本下

水道協会） 

(21) 下水道用設計積算要領 管路施設（開削工法）編（日本下水道協会） 

(22) 下水道用設計積算要領 管路施設（管きょ更生工法）編（日本下水道協会） 

(23) 下水道施設維持管理積算要領 管路施設編（日本下水道協会） 

(24) 下水道施設維持管理積算要領 処理場・ポンプ場施設編（日本下水道協会） 

(25) 下水道管路管理マニュアル（日本下水道管路管理業協会） 

(26) 下水道管路管理積算資料（日本下水道管路管理業協会） 

(27) 管きょの修繕に関する設計・施工の手引き（案）（日本下水道管路管理業協会） 

(28) 取付け管の更生工法に関する設計・施工の手引き（案）（日本下水道管路管理業

協会） 

(29) マンホールの改築及び修繕に関する設計・施工の手引き（案）（日本下水道管路

管理業協会） 

(30) 下水道管路施設災害復旧支援マニュアル（日本下水道管路管理業協会） 
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(31) 自立管・製管工法（ら旋巻管）に関する技術資料（日本下水道新技術機構） 

(32) 下水道施設電気設備のストックマネジメント実施に関する技術資料（日本下水

道新技術機構） 

(33) 流出解析モデル利活用マニュアル（日本下水道新技術機構） 

(34) 下水道マンホールポンプ施設の改築計画に関する技術資料（日本下水道新技術

機構） 

(35) 下水道用マンホール改築・修繕工法に関する技術資料（日本下水道新技術機

構） 

(36) 下水道施設電気設備の更新方法に関する技術資料（日本下水道新技術機構） 

(37) 分流式下水道における雨天時侵入水対策計画策定マニュアル（日本下水道新技

術機構） 

(38) 下水道マンホールポンプ施設技術マニュアル（日本下水道新技術機構） 

(39) 下水道管路施設改築・修繕に関するコンサルティング・マニュアル(案) （管路

診断コンサルタント協会） 

(40) 下水道管路施設改築・修繕に関する設計委託業務標準歩掛（案）（管路診断コン

サルタント協会） 

(41) 日本下水道協会規格（JSWAS） 

(42) 日本工業規格（JIS） 

(43) 下水道管路維持管理計画の策定に関する指針（JIS A 7501：2013）（日本規格協

会） 

(44) 水理公式集（土木学会） 

(45) コンクリート標準示方書（土木学会） 

(46) 土木工学ハンドブック（土木学会） 

(47) 道路橋示方書・同解説（日本道路協会） 

(48) 道路構造令，同解説と運用（国土交通省，日本道路協会） 

(49) 土質工学ハンドブック（土質工学会） 

(50) 水門鉄管技術基準（水門鉄管協会） 

(51) 港湾構造物設計技術基準（日本港湾協会） 

(52) 大阪狭山市下水道標準構造図 

(53) 大阪狭山市下水道技術基準 

(54) 大阪府下水道設計指針 

(55) 大阪府土木工事共通仕様書 

(56) 大阪府土木施工管理基準 

(57) 大阪府土木請負工事必携 

(58) 大阪府機械電気設備請負工事必携 

(59) 雨天時侵入水対策ガイドライン（案）（国土交通省） 

(60) 維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクル確立に向けたガイドライン



33 
 
 

（管路施設編）（国土交通省） 

(61) 性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン（国土交通省） 

(62) 処理場等包括的民間委託の履行監視・評価に関するガイドライン（日本下水道

協会） 
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【別紙 9】業務移行期間の実施方法等 

 
(1) 受託者は、本業務の継続的かつ確実な履行を確保するため、契約締結日から履

行開始日前日までの期間において、本市又は前受託者からの業務の引継ぎ及び

技術指導を受け、業務の遂行に支障をきたさないようにすること。この引継ぎ

及び技術指導を受けるにあたり必要となる費用は、受託者の負担とする。 

(2) 受託者は、次期受託者の契約締結日から本履行期間満了日までの２ヶ月程度の

期間において、次期受託者に対し業務の引継ぎ及び技術指導を行うものとす

る。ただし、受託者がこの引継ぎ及び技術指導を行うにあたり必要となる費用

は、次期受託者の負担とする。 

(3) 引継ぎに関する事項は、書面、図面、写真等により分かりやすい引継ぎ書を作

成するものとする。なお、引継ぎ書作成にあたっては、次の点に留意するこ

と。 

① 下水道施設及び設備等の特性や固有の状況 

② 過去の異常内容や発生頻度、異常時の対応措置等の内容 

③ 住民対応・事故対応業務において、交渉又は係争中である事案の内容 

④ データベース等保管情報の運用方法 

⑤ 各種計画書及び報告書の作成方法 

⑥ 緊急時対応などに関するマニュアルの作成方法 

⑦ その他本市または受託者が必要とする事項 

(4) 業務の引継ぎ及び技術指導の実施にあたって疑義がある場合は、本市及び受託

者は相互に協力し、誠意を持ってこれを解決するものとする。 
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【別紙 10】業務指標 

 
業務指標としては、下表を目標値とする。達成できない場合は、発生原因や検証を行

い、報告する必要がある。 

分類 指標の名称 目標値 単位 

管
理
状
況 

機能障害と劣化状況 

道路陥没箇所数 0.013 箇所/km/年 

下水道本管の詰まり

等事故発生件数 
0.012 件/km/年 

取付管の詰まり等事

故発生件数 
0.002 件/箇所/年 

下記の指標（参考）については、本契約期間内に適切な目標値を設定するため検討す

ること。全ての業務指標について、目標値を設定し、評価するものではない。 

分類 指標の名称 単位 

管
理
状
況 

機能障害の劣化 

マンホールポンプ施設の老朽化率 ％ 

管路の老朽化率 ％ 

マンホールふたの老朽化率 ％ 

管きょの損傷率 ％ 

マンホール躯体の損傷率 ％ 

公共汚水桝の損傷率 ％ 

取付管の損傷率 ％ 

実施業務量 

マンホールの目視調査実施率 ％ 

硫化水素濃度測定実施率 ％ 

不明水調査率 ％ 

使用者サービスと情報公開 

悪臭に関する苦情件数 件／ｋｍ 

マンホール蓋に関する苦情件数 件／ｋｍ 

工事・作業に対する苦情件数 件／ｋｍ 

連絡・相談・苦情の内、公共施設に関する件数 ％ 

連絡・相談・苦情の受付率 ％ 

連絡・相談・苦情の処理率 ％ 

環境への配慮 悪質下水流出報告回数 回 
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【別紙 11】東野中継ポンプ場主要設備一覧表 

 

機器・設備名 形状・寸法 設置数 

沈砂池流入電動ゲート 800 ㎜×800 ㎜ 2 台 

粗目スクリーン 100 ㎜ピッチ 1 台 

揚砂ポンプ 0.5 ㎥/min、φ80 ㎜ 1 台 

揚砂ポンプ吊上げ装置 0.5t 1 台 

揚砂分離機  1 台 

自動除塵機 掻揚げ 3㎥/min 1 台 

篩渣破砕機 7.5kw 1 台 

コンテナ吊上げ装置 1.0t 1 台 

バイパススクリーン 25 ㎜ピッチ 1 台 

沈砂池後方手動ゲート 800 ㎜×1200 ㎜ 2 台 

ポンプ井水位計  2 基 

主ポンプ 
6.5 ㎥/min×2 台・6.2 ㎥

/min×1台 
3 台 

軸封水ポンプ 0.06 ㎥/min 2 台 

排水ポンプ（主ポンプ室） 0.5 ㎥/min 1 台 

電磁流量計  1 台 

排水ポンプ（流量計ボックス） 0.3 ㎥/min 1 台 

受電設備及び変圧器盤  1 式 

各操作制御盤  1 式 

自動通報装置  3 基 

自家用発電機 300KVA 1 台 

天井走行クレーン 2.5t 吊 1 台 

手動チェーンブロック 3.0t 吊、5.0t 吊 2 台 

燃料小出し槽 990ℓ 1 台 
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【別紙 12】東茱萸木中継ポンプ場主要設備一覧表 

 

機器・設備名 形状・寸法 設置数 

ポンプ井水位計  1 基 

主ポンプ 
1.85 ㎥/min×2台・1.6 ㎥

/min×1台 
3 台 

排水ポンプ（主ポンプ室） 0.3 ㎥/min 1 台 

電磁流量計  1 台 

受電設備及び変圧器盤  1 式 

各操作制御盤  1 式 

自動通報装置  1 基 

自家用発電機 60KVA 1 台 

手動チェーンブロック 2.5t 吊 1 台 

燃料小出し槽 98ℓ 1 台 
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【別紙 13】マンホールポンプ主要設備一覧表 

 

機器・設備名 形状・寸法 設置数 

ポンプ井水位計  1 基 

主ポンプ 1.4 ㎥/min～0.2 ㎥/min 2 台 

各操作制御盤  1 式 

自動通報装置  1 基 
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【別紙 14】リスク分担表 

 
本市と受託者のリスク分担について、下記の表によらない場合は、その都度、協議の

うえ決定する。 

リスクの種類 リスクの内容 委託

者 受 託

者 

共
通 

募集手続きリスク 実施要領等の記載の誤りや内容の変更によるもの 〇  

応募コストリスク 応募手続きに係るコストに関するもの  〇 

契約リスク 優先交渉事業者と契約締結できない又は契約手続に時

間を要するもの 

〇 〇 

税制変更リスク 法人税の変更及び受託者の利益に課せられる税等広く

一般的に適用されるもの 

 〇 

消費税の変更及び新税設立等に関するもの 〇  

環境保全リスク 受託者が行う業務に起因する環境問題（有害物質の排

出・漏洩、騒音、振動、土壌汚染、大気汚染、水質汚

濁、光、臭気等）に関するもの 

 〇 

受託者以外が行う業務に起因する環境問題（有害物質

の排出・漏洩、騒音、振動、土壌汚染、大気汚染、水

質汚濁、光、臭気等）に関するもの 

〇  

第三者賠償リスク 要求水準書等に従って本業務を履行しても避けること

ができないもの 

〇  

受託者の業務履行上の過失により損害を及ぼす通常の

不法行為によるもの 

 〇 

施設の維持管理及び工事等、業務履行の不備・未達に

よるもの 

 〇 

上記以外のもの（委託者が行う業務に起因する事故

等） 

〇  

不可抗力によるリスク 災害、天災等によるもの 〇  

受託者の債務不履行リス

ク 

事業の中断・放棄等  〇 

受託者のサービス水準の低下及び要求水準等の未達  〇 

委託者の債務不履行リス

ク 

委託者による債務不履行 〇  

契約条件変更リスク 委託者の提示条件、指示及び判断の不備による業務条

件変更 

〇  

上記以外のもの  〇 

契約遅延リスク 委託者の計画、設計条件の変更により各年度の契約締

結までに要する期間が延長するもの 

〇  

上記以外のもの  〇 

契約費用増加リスク 委託者の計画、設計条件の変更により契約に必要な費

用が増加するもの 

〇  

上記以外のもの  〇 

技術革新リスク 専ら受託者の業務遂行上で、新しい技術の採用によっ

て追加費用が発生する場合 

 〇 

利用者対応リスク 本業務の履行に係る下水道使用者からの苦情及びトラ

ブル 

※2 〇 

事業終了時の延長リスク 受託者の責による事象によるもの  〇 

上記以外のもの 〇  

法令等の変更リスク 本委託に直接関係する法令等の変更 〇  

本委託のみではなく、広く一般的に適用される法令等

の変更 

 〇 



40 
 
 

住民問題リスク 本委託業務を行政サービスとして実施することに関す

る住民反対運動、訴訟 

〇  

受託者の業務実施に伴い生じる住民反対運動、訴訟  〇 

物価・金利変動リスク 委託期間のインフレ・デフレ 〇 △※3 

国交付金リスク 国交付金が得られなかった場合、別途契約の工事は履

行対象外とし、実施要領に示した受託額が得られなく

なるリスク 

 ○ 

国交付金が得られなかった工事の実施リスク及び工事

を実施しなかったことに起因した施設・管路の不具合

等リスク 

○  

維
持
管
理
・
設
計
・
建
設 

施設の契約不適合リスク 改築後の施設・管路に契約不適合が見つかった場合 〇 △※4 

未調査等による状況把握が困難な範囲における既存施

設の契約不適合 

〇  

上記以外の既存施設の契約不適合 ※1 〇 

施設損傷リスク 受託者の責（帰責事由）に起因するもの  〇 

委託者の責（帰責事由）に起因するもの 〇  

施設に関する突発修繕費

増大リスク※5 

受託者の責による補修費の増大  〇 

上記以外によるもの 〇  

 

※1  適正な管理状態にある場合は、受託者にリスク分担を求めない。  

※2  受託者の責、もしくは過去業務におけるものはリスク分担を求めない。 

※3  物価変動については、発注者負担とし、一定の費用変動以上の場合に費用改定を行

う。 

※4  契約不適合期間（原則 2年）については、受託者負担とし、以降については委託者

負担とする。 

※5  施設とは、「別紙 対象区域と対象施設」における、ポンプ場・マンホールポンプ・

雨水調整池が対象となる。 

 


